
評価日（令和3年3月3日）

ふるさと秋田農山漁村地域整備計画（第３期）
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農地整備（経営体育成型） 52地区 55地区

農地整備(通作条件整備） 2地区 治山事業（山地災害総合減災対策治山事業） 1地区

農地整備（農業基盤整備促進事業（定率） 30地区 治山事業（治山施設機能強化事業） 10地区

農地整備（実施計画策定事業） 11地区 森林整備事業（育成林整備事業） 1地区

水利施設整備（基幹水利施設保全型） 8地区 森林整備事業（林道改良事業、林道点検診断・保全整備事業） 14地区

水利施設整備（地域用水環境整備事業） 3地区 森林整備事業（フォレスト・コミュニティ総合整備事業） 1地区

農村整備（農業集落排水事業） 18地区 漁港漁村環境整備事業（漁村再生交付金） 2地区

農地整備（草地整備型） 3地区 漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業） 3地区

農地整備（草地林地総合整備型） 1地区 海岸保全施設整備＿漁港（高潮対策） 4地区

農村整備（畜産環境総合整備事業） 2地区

対象事業

治山事業（予防治山事業）

(3)森林整
備分野

山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区及び崩壊土砂流出危険地区）の着手率を５％向上させる（26％→31％）。

森林整備計画地へのアプローチ時間を平均3.7分/km短縮を図る（7.3分/km→3.6分/km）

(4)水産分
野

高潮対策及び老朽化対策を実施し、背後集落における高潮等による浸水被害を防止する（36.9ha）。

漁業集落排水施設における長寿命化計画の策定率100%（3箇所／3箇所）

良好な漁場の整備による漁場利用率の増加（0%→100%）

農業集落排水事業における最適整備構想の策定率100%（4地区／4地区）

(2)畜産基
盤整備分野

羽後２期地区における乳用牛の飼育頭数の増加（236頭→299頭）

鹿角東部２期地区における肉用牛頭数の増加（114頭→158頭）

三種地区における乳用牛頭数の増加（211頭→315頭）

美郷２期地区、美郷３期地区における造成施設による家畜排せつ物処理率の維持（100％）

仙北地区における肉用牛頭数の増加（86頭→100頭）

計画の目標

　秋田県農林水産業が魅力ある成長産業として持続的に発展していくため、農林水産業の基盤づくりと農山漁村地域の防災・減災対策を推進し
ます。

　(1)農業農村整備分野
　生産性の高い農地の整備、安定的な農業用水の確保、安全で快適な地域環境の整備等を一体的に実施することにより、生産基盤及び農村環
境の向上を図り、本県の農業・農村の持続的発展を目指します。

　(2)畜産基盤整備分野
　草地等の飼料生産基盤の整備と併せて担い手の規模拡大や地域畜産の産地化を支援するとともに、畜産に起因する環境汚染の防止や資源循
環型農業の構築に向けた家畜排せつ物処理体制の確立により、畜産経営の安定や合理化を推進し、本県畜産の持続的発展を目指します。

　(3)森林整備分野
　森林の多面的機能の発揮を図りつつ資源の循環利用に資するため、路網整備により生産基盤を強化し、間伐等の森林整備を推進するととも
に、山地災害等の防止・軽減に向けて計画的に治山対策を推進します。

　(4)水産分野
　漁港、漁場、漁村及び海岸の一体的整備により、漁場機能の回復や安全で快適な漁業就労環境の向上を図るとともに、高潮や津波などの災害
から人命・財産を守る防護機能の強化を推進します。

評価指標

(1)農業農
村整備分野

農地整備事業を契機にした農業生産法人数の増加（141組織→197組織）

実施計画策定事業の調査結果を活用した事業計画の策定率100%

農道及び橋梁等の機能点検・診断実施率100%

小水力発電施設での発電により軽減されるCO2排出量（487t-CO2以上)

農業集落排水施設における処理水の水質基準（ＢＯＤ 20mg/l以下、ＳＳ 50mg/l以下）を確保する。

農業集落排水事業の調査及び計画の策定率100%（8地区／8地区）

農山漁村地域整備計画　事前評価調書(第2回変更)

計画の名称

計画策定主体 秋田県
対象市
町 村

鹿角市、小坂町、北秋田市、大館市、上小阿仁村、能代市、三種町、八峰
町、藤里町、秋田市、男鹿市、五城目町、八郎潟町、大潟村、由利本荘
市、にかほ市、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町、東成
瀬村計画の期間 令和２年度～令和６年度（5年間）



【評価内容】

項目別評価

　　●Ａ　計画の妥当性が高い　（すべて「Ａ」の場合）　　　　○Ｂ　計画の見直しが必要　（１項目でも「Ｂ」の場合）

総合評価
検証の結果、目標の妥当性、整備計画の効果・効率性、整備計画の実現可能性のいずれについてもＡ評価であり、計画の妥当性が高いと評価さ
れる。

　②対象事業の妥当性
　　　●Ａ　すべての対象事業が目標達成のために効果的な事業である
　　　○Ｂ　対象事業が目標達成のための事業として不適切である

本計画の対象事業は目標に対し必要な事業であり、一体的に整備することにより、効果的に目標達成を図ることが期待できる。

（３）
整備計画の
実現可能性

　①事業執行の環境
　　　●Ａ　円滑な事業推進体制が整っている
　　　○Ｂ　事業推進体制が不十分である

●Ａ
（すべて
Ａ）

○Ｂ
（上記以
外）

県、市町村、関係団体等が一丸となって円滑な事業推進を図っている。

　②地元の熟度
　　　●Ａ　対象事業は地元の理解を得たものであり、実施要望が強い
　　　○Ｂ　対象事業について地元の理解が不十分である

対象事業地区は、事業への理解のもと合意形成が図られており、着実な事業実施が期待されている。

●Ａ
（すべて
Ａ）

○Ｂ
（上記以
外）

県政運営の指針である「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」及び、農林水産施策全体を網羅する「第３期ふるさと秋田農林水産ビジョ
ン」に掲げる施策等との整合が図られている。

　②地域課題に対する目標設定
　　　●Ａ　地域課題に対する明確な目標が設定されている
　　　○Ｂ　地域課題が不明確、又は目標が不適当

生産性・収益性の高い農業や将来を担う担い手づくり、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成に向けた基盤づくり、漁港・海岸の整
備、山地災害の防止・間伐等森林整備・路網整備といった地域課題に対し、明確な目標を掲げている。

（２）
整備計画の
効果・効率性

　①目標と評価指標の整合性
　　　●Ａ　評価指標は目標との関連性が高く、計画の効果が適切に評価可能である
　　　○Ｂ　評価指標について目標との関連性が低い、又は計画の効果が適切に評価できない

●Ａ
（すべて
Ａ）

○Ｂ
（上記以
外）

評価指標は、整備計画の目標、対象事業と整合性が図られている。また、目標数値を明確にした定量的指標としており、中間評価、事
後評価が実施可能で適切な指標となっている。

評価項目 評価細目

（１）
目標の妥当性

　①関連計画との整合性
　　　●Ａ　重点施策との関連性が高い
　　　○Ｂ　関連計画との整合性がない


